
 

１ 

新
旧
対
照
表
□
抄
□ 

 
○ 
中
央
区
借
上
住
宅
条
例
□
平
成
五
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
三
十
三
号
□ 

 

新 

旧 

□
使
用
者
の
公
募
□ 

□
使
用
者
の
公
募
□ 

第
五
条 

区
長
は
□
借
上
住
宅
の
使
用
者
を
公
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□

た
だ
し
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
□
公
募
に
よ
ら
な

い
こ
と
が
で
き
る
□ 

第
五
条 

区
長
は
□
借
上
住
宅
の
使
用
者
を
公
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□

た
だ
し
□
他
の
借
上
住
宅
の
使
用
者
が
世
帯
の
構
成
の
異
動
又
は
収
入
の

変
動
が
あ
□
た
こ
と
に
よ
り
当
該
借
上
住
宅
の
使
用
を
希
望
す
る
場
合

で
□
区
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

一 

借
上
住
宅
の
使
用
者
が
□
世
帯
の
構
成
の
異
動
又
は
収
入
の
変
動
が

あ
□
た
こ
と
に
よ
り
□
他
の
借
上
住
宅
の
使
用
を
希
望
す
る
場
合
で
□

区
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
□
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
□
□
□ 

 

 

二 

借
上
住
宅
の
使
用
者
が
□
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
交
換
を
す
る
と
き
□ 

 

２ 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

□
使
用
の
手
続
等
□ 

□
使
用
の
手
続
等
□ 

第
九
条 

□
略
□ 

第
九
条 

□
略
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
予
定
者
と
し
て
決
定
さ
れ
た
者
は
□
遅
滞
な

く
次
に
掲
げ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
予
定
者
と
し
て
決
定
さ
れ
た
者
は
□
遅
滞
な

く
次
に
掲
げ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

誓
約
書
□
社
宅
利
用
型
借
上
住
宅
の
使
用
予
定
者
と
し
て
決
定
さ
れ

た
者
に
あ
□
て
は
□
区
規
則
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
連
帯
保
証
人
の

連
署
す
る
誓
約
書
□
を
提
出
す
る
こ
と
□ 

一 

誓
約
書
□
社
宅
利
用
型
借
上
住
宅
の
使
用
予
定
者
と
し
て
決
定
さ
れ

た
者
に
あ
□
て
は
□
区
規
則
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
連
帯
保
証
人
の

連
署
す
る
誓
約
書
□
を
提
出
す
る
こ
と
□ 

二 

第
二
十
条
第
一
項
の
保
証
金
□
以
下
□
保
証
金
□
と
い
う
□
□
を
納

二 

第
二
十
条
第
一
項
の
保
証
金 
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２ 

新 

旧 

付
す
る
こ
と
□ 

付
す
る
こ
と
□ 

３ 
区
長
は
□
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
使
用
者
を
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
他
の
借
上
住
宅
の
使
用
予
定
者
と
し
て
決
定
し
た
と
き
は
□
現

に
使
用
し
て
い
る
借
上
住
宅
に
係
る
保
証
金
を
他
の
借
上
住
宅
に
係
る
保

証
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
現
に
使
用
し

て
い
る
借
上
住
宅
に
係
る
保
証
金
の
額
□
第
二
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
費
用
が
あ
る
と
き
は
□
当
該
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額
□
が
□

他
の
借
上
住
宅
に
係
る
保
証
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
当
該
超
え
る
額
を

当
該
使
用
者
に
還
付
し
□
不
足
す
る
と
き
は
当
該
不
足
す
る
額
を
他
の
借

上
住
宅
に
係
る
保
証
金
と
し
て
当
該
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
す

る
□ 

 

４ 

社
宅
利
用
型
借
上
住
宅
の
使
用
予
定
者
は
□
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
□
当
該
借
上
住
宅
の
利
用
に
供
す
る
者
□
以
下
□
社
宅
利
用
者
□
と

い
う
□
□
の
名
簿
□
雇
用
関
係
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
区
長
が
必
要
と

認
め
る
書
類
□
以
下
□
社
宅
利
用
者
名
簿
等
□
と
い
う
□
□
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
区
長
が
提
出
を
要
し
な
い
と
認
め
る
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

３ 

社
宅
利
用
型
借
上
住
宅
の
使
用
予
定
者
は
□
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
□
当
該
借
上
住
宅
の
利
用
に
供
す
る
者
□
以
下
□
社
宅
利
用
者
□
と

い
う
□
□
の
名
簿
□
雇
用
関
係
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
区
長
が
必
要
と

認
め
る
書
類
□
以
下
□
社
宅
利
用
者
名
簿
等
□
と
い
う
□
□
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

５
及
び
６ 

□
略
□ 

４
及
び
５ 

□
略
□ 

□
使
用
料
の
基
礎
減
額
□ 

□
使
用
料
の
基
礎
減
額
□ 

第
十
三
条 

□
略
□ 
第
十
三
条 

□
略
□ 

２
及
び
３ 

□
略
□ 
２
及
び
３ 

□
略
□ 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
区
長
は
□
使
用
者
が
正
当
な
理
由
が

な
く
使
用
料
□
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
減
額
を
行
う
場
合
に
あ
□
て

は
□
基
礎
減
額
を
行
□
た
後
□
以
下
□
基
礎
減
額
後
□
と
い
う
□
□
の
使

４ 
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
区
長
は
□
使
用
者
が
正
当
な
理
由
が

な
く
使
用
料
□
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
減
額
を
行
う
場
合
に
あ
□
て

は
□
基
礎
減
額
を
行
□
た
後
□
以
下
□
基
礎
減
額
後
□
と
い
う
□
□
の
使



 

３ 

新 

旧 
用
料
□
以
下
□
使
用
料
等
□
と
い
う
□
□
を
滞
納
し
て
い
る
と
き
□
又
は

 
 
 
 
 

 
 
 

保
証
金
の
徴
収
に
応
じ
な
い
と
き
は
□
基
礎
減
額
を

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
□ 

用
料
□
以
下
□
使
用
料
等
□
と
い
う
□
□
を
滞
納
し
て
い
る
と
き
□
又
は

第
二
十
条
第
一
項
の
保
証
金
の
徴
収
に
応
じ
な
い
と
き
は
□
基
礎
減
額
を

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
□ 

□
借
上
住
宅
の
交
換
□ 

□
借
上
住
宅
の
交
換
□ 

第
二
十
六
条 

借
上
住
宅
の
使
用
者 

 
 
 
 
 

が
□
相
互
に
そ
の
借
上

住
宅
を
交
換
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
あ
ら
か
じ
め
区
長
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
二
十
六
条 

借
上
住
宅
の
使
用
許
可
を
受
け
た
者
が
□
相
互
に
そ
の
借
上

住
宅
を
交
換
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
あ
ら
か
じ
め
区
長
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

使
用
者
は
□
借
上
住
宅
の
建
替
え
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
□

区
長
と
そ
の
借
上
住
宅
を
交
換
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
あ
ら
か
じ
め
区

長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

３ 

区
長
は
□
区
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
□
前
二
項
に
規
定
す
る
承
認

を
す
る
□ 

 

４ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
□
使
用
者
が
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
交
換
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
□

こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
項
中
□
前
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
一
項
又
は
第

二
項
□
と
□
□
使
用
予
定
者
と
し
て
決
定
さ
れ
た
者
□
と
あ
る
の
は
□
交

換
の
承
認
を
受
け
た
使
用
者
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

 

５ 

区
長
は
□
第
九
条
第
三
項
後
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
□
交
換
前
の
借
上

住
宅
に
係
る
保
証
金
を
交
換
後
の
借
上
住
宅
に
係
る
保
証
金
に
充
当
す
る

こ
と
が
で
き
る
□ 

 

別
表
□
第
三
条
関
係
□ 
別
表
□
第
三
条
関
係
□ 

名
称 

位
置 

中
央
区
借
上
住
宅
銀
座
ア
イ
タ
ワ
□ 

東
京
都
中
央
区
銀
座
二
丁
目
九
番
七

号 
名
称 

位
置 

中
央
区
借
上
住
宅
銀
座
ア
イ
タ
ワ
□ 

東
京
都
中
央
区
銀
座
二
丁
目
九
番
七

号 



 

４ 

新 

旧 
中
央
区
借
上
住
宅
銀
座
ウ
□
□
ル
ビ

ル 

東
京
都
中
央
区
銀
座
六
丁
目
十
三
番

十
六
号 

中
央
区
借
上
住
宅
グ
リ
□
ン
ホ
□
ム

ズ 

東
京
都
中
央
区
勝
ど
き
三
丁
目
十
三

番
二
号 

 

  
 

中
央
区
借
上
住
宅
グ
リ
□
ン
ホ
□
ム

ズ 

東
京
都
中
央
区
勝
ど
き
三
丁
目
十
三

番
二
号 

 

 
 
 

附 

則 
 

１ 

こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
区
借
上
住
宅
条
例
第
九
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
借
上
住
宅
の
使
用
許
可
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為

は
□
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

 


